
 

 

 

平成２５年 ７月 １９日 （金 ） 

ＮＴＴ西 日本  山口支 店  

 

 

山口及び小郡単位料金区域の変更について 

～平成 25年 12月 1日（日）に実施～ 

 

 

 ＮＴＴ西日本山口支店（支店長：泉谷 正）は、現在ご利用いただいている旧山口市南部地域、旧小郡町

地域及び旧秋穂町地域の単位料金区域（MA*）を平成２５年１２月１日から変更いたします。 

 今回の変更は、行政区域と単位料金区域の不一致が生じていることから、単位料金区域を統一したい

旨の要望書が山口市から提出されたことを受け、変更に係る総務省の決定（総務省告示第八十四号（平

成２５年２月２１日））に基づき実施するものです。 

※MA（Message Area）とは、市内通話料金（平日昼間[午前８時～午後７時]3分 8.5円[税込 8.925円] ）

で通話できる区域のことです。 

 

１．変更日時 

平成２５年１２月１日（日） ※変更実施時間については別途お知らせします。 

 

２．変更対象地域 

旧山口市南部地域、旧小郡町地域及び旧秋穂町地域。  

 

３．変更内容 

 

（１）単位料金区域の変更 

地 域  現 行   変更後  

 旧山口市南部地域、旧小郡町地域及び旧秋

穂町地域  
 小郡ＭＡ    山口ＭＡ   

※小郡ＭＡを廃止し、山口ＭＡへ統合します。 

※今回のＭＡ変更に伴う電話番号の変更はありません。  

 

＜参考＞ 

 山口市及び周辺地域における単位料金区域の変更概要図  

 

（２）電話料金の変更 

①基本料金 

 変更対象地域の一部地域（旧小郡町地域、旧秋穂町地域及び旧山口市南部地域の一部地域（陶地区、

名田島地区及び秋穂二島地区の一部））にお住まいのお客様について、電話サービス取扱所の種類が

「１級局」から「２級局」となり、加入電話／加入電話・ライトプランにおけるダイヤル回線の基本料金が変

更となります。 

なお、旧山口市南部地域（陶地区、名田島地区及び秋穂二島地区の一部を除く）については、変更はあ

りません。 

http://www.ntt-west.co.jp/yamaguchi/pdf/release20130719_01.pdf


  具体的には下表のとおりです。 

（単位：円／契約・月） 

区 分  現 行   変更後  

加入電話   ダイヤル回線用  

 事務用  
２，３００円  

[税込 ２，４１５円]  

 ２，３５０円<＋５０円>  

 [税込 ２，４６７．５円]  

 住宅用  
1，４５０円  

 [税込 １，５２２．５円]  

 1，５５０円<＋１００円>  

 [税込 １，６２７．５円]  

加入電話・ 

 ライトプラン  
 ダイヤル回線用  

 事務用  
２，５５０円  

 [税込 ２，６７７．５円]  

 ２，６００円<＋５０円>  

 [税込 ２，７３０円]  

 住宅用  
1，７００円  

[税込 １，７８５円]  

 1，８００円<＋１００円>  

 [税込 １，８９０円]  

※< >内は、現行料金からの変動額（税抜価格）です。 

※加入電話（プッシュ回線用）／ＩＮＳネット 64／ＩＮＳネット 64・ライト、ＩＮＳネット 1500の基本料金につい

ては、変更ありません。 

 

②通話料金 

小郡ＭＡと山口ＭＡ相互間の通話料金における変更は下表のとおりとなります。 

 

【平日昼間（午前８時～午後７時）の場合】 

通話区間  現 行   変更後  

旧山口市南部地域（陶地区、名田島地区及び秋穂二島地区の一

部を除く） 

＜小郡ＭＡ＞⇔旧阿東町地域及び旧美東町地域＜山口ＭＡ＞ 
３分２０円  

［税込２１円］  

３分８．５円  

 ［税込８．９２５円］  
旧小郡町地域、旧秋穂町地域及び旧山口市南部地域の一部地

域（陶地区、名田島地区及び秋穂二島地区の一部）＜小郡ＭＡ＞

⇔旧山口市北部地域、旧阿東町地域及び旧美東町地域＜山口

ＭＡ＞ 

※対象サービスは、加入電話／加入電話・ライトプランのダイヤル回線用及びプッシュ回線用、 ＩＮＳ

ネット 64／ＩＮＳネット 64・ライト、ＩＮＳネット 1500 となります。 

※ひかり電話については変更ありません。  

※その他の時間帯、及び公衆電話からの通話料金については、

http://www.ntt-west.co.jp/denwa/charge/call/phone.htmlでご確認ください。  

 

（３）電話のダイヤル方法の変更 

   ①旧山口市南部地域（陶地区、名田島地区及び秋穂二島地区の一部を除く）からのダイヤル手順 

通話先  ダイヤル手順  

 旧阿東町地域＜山口ＭＡ＞ 市内局番からのダイヤルでご利用できます。 

旧山口市北部地域及び旧美東町地域＜山口

ＭＡ＞ 
従来通りダイヤルして下さい。 

 

②旧小郡町地域、旧秋穂町地域及び旧山口市南部地域の一部地域（陶地区、名田島地区及び秋穂

二島地区の一部）からのダイヤル手順 

通話先  ダイヤル手順  

 旧山口市北部地域及び旧阿東町地域＜山口

ＭＡ＞ 
市内局番からのダイヤルでご利用できます。 

旧美東町地域＜山口ＭＡ＞ 従来通りダイヤルして下さい。 



４．その他の主な注意事項 

（１） 切替作業に伴い切替実施時間の前後は電話がつながりにくいことがあります。 

（２） 今回の変更により、現在お使いいただいている電話機やＦＡＸ等の機器を取り替える必要はござい

ません。「電話番号が変更になるから、現在お使いの電話機が使えなくなります」等、事実に反する

説明をして、新しい電話機等の購入を迫る悪質な訪問販売にご注意ください。 

（３） 通話料の変更については、今回の単位料金区域の変更に係る主な通話区間について記載してい

ます。その他の通話区間については下記５項に記載のお問い合わせ先にご連絡ください。 

（４） 加入電話、携帯電話などをご利用いただいているお客様は、各種割引サービスの見直しが必要と

なる場合がありますのでご注意ください。詳しくはご利用中の固定電話会社ならびに携帯電話会社

へお問い合わせください。ＮＴＴ西日本の各種割引サービスの見直しに関するお問合せは、下記５項

に記載のお問い合わせ先にご連絡ください。 

（５） 専用サービス等の法人向けネットワークサービスの月額料金が変動する場合や工事費等が発生す

る場合があります。 

 

 

５．本件に関するお客様からのお問い合わせ先 

 

  局番なしの『１１６』番 

    （携帯電話・ＰＨＳからは、0800-2000116） 

    受付時間：午前９時～午後５時（土・日・祝日も営業＜年末・年始を除く＞） 

    ※電話番号をお確かめのうえ、お間違いないようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニュースリリースに記載している内容は、報道発表時のものです。最新の情報と内容が異なる場合

がございますので、あらかじめご了承ください。 

 

【本件に関するお問合せ先】 

ＮＴＴ西日本山口支店企画総務部広報担当 

ＴＥＬ：０８３－９２３－４２３２ 

※電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようお願いいたします。 

 

 

 

審査 13－740－1 

 


